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利用される方へ 

 

１ 柏崎市の市民経済計算は、令和６(2024)年３月に新潟県が作成した「令和３年度新潟県 

市町村民経済計算（平成 23 年度～令和３年度）」（以下「市町村民経済計算」という。）から

柏崎市分を抜粋し、まとめたものです。 

 

２ 市町村民経済計算は、市町村における経済活動を生産と分配の二面からとらえ、市町村経

済全体の規模、構造、所得水準などを明らかにするものです。 

 

３ 各市町村の計数は、「県民経済計算標準方式（2015 年（平成 27 年）基準版）」（内閣府経済

社会総合研究所国民経済計算部）により推計された「令和３年度新潟県県民経済計算」の計

数を、各種統計指標により市町村別に按分して推計されたものです。そのため、概念につい

ては県民経済計算に準拠しています。 

なお、「県民経済計算標準方式」は、国民経済計算に準拠し、概ね５年に１度のペースで

統計基準年の変更を行っており、「令和元年度新潟県民経済計算」から平成 27 年基準への改

定が行われました。 

また、推計に用いるデータの多くは、当該年度（推計対象年度）が終了してから１年以上

経過した後に公表されることに加え、推計作業にも相応の時間を要することから、当該年度

から概ね２年遅れで公表されています。 

 

４ 県民経済計算では、基準の改定のほか、新たな統計資料の取り込みなども随時行われます

ので、毎年過去に遡って再計算し、数値が改定されます。 

本報告書における市民経済計算の推計対象年度は令和３ (2021)年度ですが、、平成

23(2011)年度まで遡及して改定していますので、令和２(2020)年度以前の数値を利用する場

合においても、本報告書の数値を利用してください。  

 なお、過去に公表された平成 22(2010)年度以前の計数は、基準年が異なるため本報告書の

計数とは接続しませんので御注意ください。 

推計方法の詳細は、26 ページの「令和３(2021)年度市町村民経済計算 推計方法概略」を

御参照ください。 

 

５ 統計表中の計数は、単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は一致しない場

合があります。 

 

６ この報告書における符号等の用法は、次のとおりです。  

「△」 ················· マイナス 

「０」又は「0.0」 ······ 単位に満たないもの 

「－」 ················· 該当数値がないもの又は無意味なもの 

 増加率、寄与度は次式により算出しています。 
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増加率＝
当年度の計数－前年度の計数

前年度の計数（絶対値）
×100（％） 

寄与度＝
ある項目の当年度の数値－ある項目の前年度の数値

前年度の全体額（絶対値）
×100（％） 

 

７ 総人口は、国勢調査のあった年度においては「国勢調査」（総務省）を使用し、それ以外の

年度においては「新潟県の人口移動」(新潟県統計課)の各年 10 月１日現在の人口を使用し

ています。 

 

８ この報告書についてのお問合せや御意見等は、下記あてにお願いします。 

   柏崎市総合企画部企画政策課情報統計係 

 電 話 0257-43-9142（直通）  又は 0257-23-5111（内線 3604） 

メール toukei@city.kashiwazaki.lg.jp 

  

 

 

※新潟県県民経済計算、新潟県市町村民経済計算の内容は、新潟県のホームページから御覧い

ただけます。 

にいがた県統計ボックス https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/ 

 

 

  

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tokei/
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市民経済計算の概念と相互関連図 

 

が本報告書で表章した部分 

※私たちの経済活動は、①財（モノ）やサービスを生産することで新たな価値（付加価値）を生み出し、

②付加価値が、賃金や利潤という形で雇用者や企業に分配され、③賃金や利潤は、消費や投資として支

出される、という循環を繰り返しています。循環する付加価値の額は概念上一致する（生産＝分配＝支

出）ことから、「三面等価の原則」と呼ばれています。 

※市内の生産活動により生み出された付加価値の総額は「市内総生産」と呼ばれ、国の  ＧＤＰ（国内総生

産）にあたります。出荷額や売上高などの「産出額」から、原材料費や光熱水費などにあたる「中間投

入」を差し引いて求めています。なお、人件費は企業会計上の営業費用ですが、市民経済計算において

は、中間投入ではなく付加価値として市内総生産に含まれ、経済循環からみると、「市民雇用者報酬」と

して雇用者に配分されます。 

※市民経済計算では、固定資本減耗や生産・輸入品に課される税（控除）補助金の推計を行っていないた

め、上記のように、市内総生産から市民所得を推計することは行っておらず、分配面では、生産面と異

なる資料を基に推計しています。また、支出面の推計も行われていません。  

※生産面の付加価値は、柏崎市（行政区）内における生産活動で生み出されたものを対象としており（属

地主義）、「市内総生産」と表示しています（市内ベース）。これに対して、分配面では、市民が行った生

産活動により生み出された付加価値を対象としており、市外での生産活動も含んでいます（属人主義）

ので、「市民所得」と表示しています（市民ベース）。 

※本報告書の計数は全て名目値です。名目値とは、推計年度において、実際に市場で取引されている価格

で付加価値を表したもので、経済規模を比較するときや産業構造をみるのに適しています。なお、名目

値から物価変動による影響を取り除いて表示するものは実質値と呼ばれています。  

  

市内産出額

（市場価格表示）

市内総生産

（市場価格表示）

固定資本

減耗

市内純生産

（市場価格表示）

市民所得

（要素費用表示）

営業余剰・

混合所得

域外からの財産所得（純）、市外からの雇用者報酬

市民所得（分配）

（要素費用表示）
企業所得

【内訳の組換】
財産所得（非企業部門）

市民雇用者報酬

市内総生産

（市場価格表示）
中間投入

市内純生産

（市場価格表示）

市内純生産

（要素費用表示）

市内雇用者報酬

生産・輸入品に課される税

（控除）補助金
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１ 概 況 

 

－経済成長率は 2.4%で、２年ぶりのプラス成長－ 

令和３(2021)年度の県内経済の動きとしては、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期

化する中、経済活動の再開に伴い、製造業、非製造業ともに業況の改善の動きがみられた。

特に製造業においては海外における需要回復などを背景に生産が増加し、企業収益は前年度

を上回った。個人消費は外出自粛等の緩和などを背景に持ち直しの動きがみられた。 

こうした中、市内経済においても、令和３(2021)年度の経済成長率は 2.4%で、２年ぶりの

プラス成長となった。経済成長率とは、一定期間における経済規模の変化率であり、市民経

済計算においては、市内総生産の対前年度増加率を表している。（図１） 

経済成長率を経済活動別にみると、プラス成長となった主なものは、鉱業が 19.4％で最

も大きく、次いで製造業が 16.5％、林業 8.2％、卸売・小売業 4.3％などの順となっており、

経済成長率に対する寄与度が最も大きい経済活動は製造業（4.3％）であった。一方、マイ

ナス成長の主なものは、建設業が△20.6％、農業が△17.8％、電気・ガス・水道・廃棄物処

理業△7.0％、宿泊・飲食サービス業△5.4％などとなっている。 

 

 

図１ 名目経済成長率の推移 
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２ 市内総生産 

 

－市内総生産は 3,119 億 7,500 万円－ 

令和３(2021)年度の市内総生産は 3,119 億 7,500 万円で、前年度に比べ 74 億 2,400 万円

増加した。（表１） 

産業別に見ると、第３次産業が 1,906 億 1,100 万円で前年度比 0.3％の減、第２次産業が

1,175 億 7,700 万円で前年度比 7.1％の増、第１次産業は 21 億 8,300 万円で前年度比 16.3％

の減となっている。（表１） 

 

 

表１ 市内総生産の推移 

 

 

 

  

平成23年度
(2011)

平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

総 数 361,981 328,311 320,470 313,200 316,454 312,069 316,010 312,643 313,009 304,551 311,975

第 １ 次 産 業 3,131 3,117 2,780 2,370 2,445 2,967 2,753 2,701 2,673 2,607 2,183

第 ２ 次 産 業 112,440 121,068 112,632 106,136 105,861 101,348 104,719 104,288 106,771 109,769 117,577

第 ３ 次 産 業 244,422 202,194 202,872 202,306 206,366 206,688 207,121 204,130 202,235 191,168 190,611

輸入品に課される
税・関税

4,447 4,078 4,326 5,534 5,434 4,686 5,187 5,498 5,431 5,396 6,435

(控除)総資本形成
に 係 る 消 費 税

2,459 2,146 2,140 3,146 3,652 3,620 3,770 3,974 4,101 4,389 4,831

総 数 … △ 9.3 △ 2.4 △ 2.3 1.0 △ 1.4 1.3 △ 1.1 0.1 △ 2.7 2.4

第 １ 次 産 業 … △ 0.4 △ 10.8 △ 14.7 3.2 21.3 △ 7.2 △ 1.9 △ 1.0 △ 2.5 △ 16.3

第 ２ 次 産 業 … 7.7 △ 7.0 △ 5.8 △ 0.3 △ 4.3 3.3 △ 0.4 2.4 2.8 7.1

第 ３ 次 産 業 … △ 17.3 0.3 △ 0.3 2.0 0.2 0.2 △ 1.4 △ 0.9 △ 5.5 △ 0.3

輸入品に課される
税・関税

… △ 8.3 6.1 27.9 △ 1.8 △ 13.8 10.7 6.0 △ 1.2 △ 0.6 19.3

(控除)総資本形成
に 係 る 消 費 税

… △ 12.7 △ 0.3 47.0 16.1 △ 0.9 4.1 5.4 3.2 7.0 10.1

項 目

実
数
（

百
万
円
）

対
前
年
度
増
加
率
（

％
）
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３ 市民所得（分配） 

 

－４年ぶりに増加したものの、雇用者報酬は減少－ 

市民所得は 2,232 億 1,900 万円で、前年度比 2.6％の増となった。市民所得には、雇用者

が受け取る給与など（雇用者報酬）のほか、企業の利益（企業所得）や利息、株式配当金な

どの受取と支払の差額（財産所得）が含まれているが、その内訳をみると、企業所得が 14.3％

の増、財産所得が 10.4％の増となったものの、雇用者報酬は 0.4％の減となっている。（表

２、図２） 

 

表２ 市民所得（分配） 

 

 

図２ 市民所得（分配）の推移 

 

平成23年度
(2011)

平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

市民所得（分配） 237,119 235,546 234,747 227,925 232,522 230,685 231,424 230,471 227,282 217,485 223,219

雇 用 者 報 酬 176,274 173,108 172,920 171,654 172,161 172,180 171,345 171,774 171,680 168,961 168,267

財 産 所 得 15,894 14,805 15,147 15,119 15,766 15,895 15,060 14,441 13,666 13,230 14,600

企 業 所 得 44,951 47,633 46,680 41,152 44,595 42,610 45,019 44,256 41,936 35,294 40,352

市民所得（分配） … △ 0.7 △ 0.3 △ 2.9 2.0 △ 0.8 0.3 △ 0.4 △ 1.4 △ 4.3 2.6

雇 用 者 報 酬 … △ 1.8 △ 0.1 △ 0.7 0.3 0.0 △ 0.5 0.3 △ 0.1 △ 1.6 △ 0.4

財 産 所 得 … △ 6.9 2.3 △ 0.2 4.3 0.8 △ 5.3 △ 4.1 △ 5.4 △ 3.2 10.4

企 業 所 得 … 6.0 △ 2.0 △ 11.8 8.4 △ 4.5 5.7 △ 1.7 △ 5.2 △ 15.8 14.3

雇 用 者 報 酬 74.3 73.5 73.7 75.3 74.0 74.6 74.0 74.5 75.5 77.7 75.4

財 産 所 得 6.7 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 6.5 6.3 6.0 6.1 6.5

企 業 所 得 19.0 20.2 19.9 18.1 19.2 18.5 19.5 19.2 18.5 16.2 18.1

構
成
比
（

％
）

項 目

実
数
（

百
万
円
）

対
前
年
度
増
加
率

(

％

)

176,274 173,108 172,920 171,654 172,161 172,180 171,345 171,774 171,680 168,961 168,267

15,894 14,805 15,147 15,119 15,766 15,895 15,060 14,441 13,666 13,230 14,600

44,951 47,633 46,680 41,152 44,595 42,610 45,019 44,256 41,936
35,294 40,352
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－１人当たり市民所得は、２年ぶりに増加－ 

市民所得を当該年の 10 月１日現在の総人口で除した１人当たり市民所得は 278 万 5 千円

で、前年度と比較すると 4.4％の増となった。 

１人当たり市民所得は、個人の給与水準を表すものではなく、企業などを含む市民全体の

所得水準を表したものであるが、１人当たりの県民所得を 100 とした場合、柏崎市は 95.3

となっている。（図３） 

 

 

図３ １人当たり所得の推移 

 

   

H23

（2011）

H24

（2012）

H25

（2013）

H26

（2014）

H27

（2015）

H28

（2016）

H29

（2017）

H30

（2018）

R元

（2019）

R2

（2020）

R3

（2021）

国民所得 2,798 2,808 2,925 2,961 3,089 3,089 3,157 3,181 3,177 2,975 3,155

県民所得 2,604 2,644 2,765 2,721 2,834 2,882 2,938 2,970 2,945 2,779 2,919
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４ 県内市町村の状況（参考） 

   

表３ 産業別総生産と経済成長率【令和３(2021)年度】 

 

 

  

市町村内総生産
経済成長率
(対前年度
増加率)

経済成長率に対する
寄与度が最も大きい

経済活動

(百万円) 第１次産業 第２次産業 第３次産業
(％)

経済活動
寄与度
(％)

市町村計 8,973,499 131,881 2,781,026 6,014,469 1.4 製 造 業 1.2

新 潟 市 3,190,450 25,354 647,532 2,501,164 2.1
卸 売 ・
小 売 業 0.8

長 岡 市 1,117,812 8,220 337,422 766,424 2.7 鉱 業 1.0

上 越 市 895,374 8,124 358,069 524,579 △ 0.5
電気・ガス・水道

・ 廃棄 物 処理業 △ 4.2

三 条 市 384,992 4,013 135,382 243,618 2.7 製 造 業 2.0

柏 崎 市 311,975 2,183 117,577 190,611 2.4 製 造 業 4.3

新 発 田 市 336,811 9,850 95,964 229,266 1.9 製 造 業 1.2

小 千 谷 市 151,671 2,200 77,448 71,244 8.4 製 造 業 5.6

加 茂 市 72,631 1,199 24,860 46,199 2.3 製 造 業 2.0

十 日 町 市 144,085 5,750 31,683 105,911 △ 1.4 建 設 業 △ 0.8

見 附 市 125,447 1,877 44,965 77,961 △ 0.7 建 設 業 △ 2.0

村 上 市 184,464 8,570 49,265 125,681 △ 8.6 製 造 業 △ 8.9

燕 市 359,094 2,803 172,763 181,682 7.7 製 造 業 6.8

糸 魚 川 市 165,511 1,546 65,762 97,352 △ 13.0 建 設 業 △ 6.3

妙 高 市 159,953 1,223 89,559 68,349 11.9 製 造 業 11.1

五 泉 市 176,420 6,966 86,149 82,398 0.6 製 造 業 3.0

阿 賀 野 市 163,491 5,691 84,949 72,011 3.3 製 造 業 2.2

佐 渡 市 158,074 5,793 25,593 125,876 0.1 製 造 業 0.8

魚 沼 市 113,173 2,247 34,133 76,212 3.1 製 造 業 2.3

南 魚 沼 市 208,190 14,488 48,057 144,575 1.5 製 造 業 1.4

胎 内 市 149,631 4,864 87,544 56,454 3.1 製 造 業 2.2

聖 籠 町 160,729 795 79,867 79,241 △ 17.3
電気・ガス・水道

・ 廃棄 物 処理業 △ 21.7

弥 彦 村 31,935 778 18,001 12,992 25.4 製 造 業 23.3

田 上 町 23,078 484 7,261 15,214 △ 1.4 製 造 業 △ 1.7

阿 賀 町 35,564 762 8,446 26,173 0.5
電気・ガス・水道

・ 廃棄 物 処理業 2.7

出 雲 崎 町 12,099 471 4,423 7,142 6.5 製 造 業 8.0

湯 沢 町 55,862 197 11,218 44,160 4.0 建 設 業 2.5

津 南 町 37,438 3,370 9,891 23,985 5.0 建 設 業 2.9

刈 羽 村 28,157 322 18,372 9,318 15.9 建 設 業 13.1

関 川 村 16,703 1,649 7,424 7,544 12.7 製 造 業 7.4

粟 島 浦 村 2,685 92 1,447 1,133 69.4 建 設 業 65.7

注：粟島浦村は大型公共工事の実施により総生産が大きく増加。

区　分
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図４ 市町村民所得の項目別増加寄与度【令和３(2021)年度】 

 

 

 

図５ 1 人当たり市町村民所得と 1 人当たり雇用者報酬【令和３(2021)年度】 
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△ 40.0

△ 20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

市
町
村
計

新
潟
市

長
岡
市

上
越
市

三
条
市

柏
崎
市

新
発
田
市

小
千
谷
市

加
茂
市

十
日
町
市

見
附
市

村
上
市

燕
市

糸
魚
川
市

妙
高
市

五
泉
市

阿
賀
野
市

佐
渡
市

魚
沼
市

南
魚
沼
市

胎
内
市

聖
籠
町

弥
彦
村

田
上
町

阿
賀
町

出
雲
崎
町

湯
沢
町

津
南
町

刈
羽
村

関
川
村

粟
島
浦
村

（%）

雇用者報酬 財産所得 企業所得 対前年増加率

聖

籠

町

粟

島

浦

村

湯

沢

町

刈

羽

村

妙

高

市

上

越

市

燕

市

弥

彦

村

胎

内

市

新

潟

市

長

岡

市

市

町

村

計

小

千

谷

市

阿

賀

野

市

三

条

市

糸

魚

川

市

柏

崎

市

五

泉

市

新

発

田

市

南

魚

沼

市

見

附

市

関

川

村

津

南

町

魚

沼

市

加

茂

市

村

上

市

出

雲

崎

町

十

日

町

市

佐

渡

市

田

上

町

阿

賀

町

1人当たり

市町村民所得
429 427 382 380 324 319 311 304 304 303 296 292 291 288 280 279 279 279 276 265 264 258 255 252 248 247 246 236 233 232 231

1人当たり

雇用者報酬
412 385 363 435 411 448 438 392 406 467 446 438 416 397 417 433 454 396 416 396 403 380 356 394 395 383 390 374 384 398 391

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

（単位：万円）



  

- 12 - 

 

  

 

 

 

 

第２ 市民経済計算 統計表 

（平成 23(2011)年度～令和３(2021)年度） 
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第 1表 産業別市内総生産 実数 

 

（単位：百万円）

区　　　分
平成23年度
(2011)

平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

361,981 328,311 320,470 313,200 316,454 312,069 316,010 312,643 313,009 304,551 311,975

3,131 3,117 2,780 2,370 2,445 2,967 2,753 2,701 2,673 2,607 2,183

農　業 2,913 2,911 2,563 2,150 2,226 2,744 2,544 2,493 2,468 2,415 1,984
林　業 117 105 109 117 97 99 100 98 101 98 106
水産業 101 101 108 103 122 124 109 110 104 94 93

112,440 121,068 112,632 106,136 105,861 101,348 104,719 104,288 106,771 109,769 117,577

鉱　業 5,830 4,688 5,016 5,564 3,804 2,970 2,793 2,694 2,435 2,263 2,701
製造業 77,601 77,903 79,904 73,983 71,851 72,515 76,345 77,770 81,203 79,502 92,654
建設業 29,009 38,477 27,712 26,589 30,206 25,863 25,581 23,824 23,133 28,004 22,222

244,422 202,194 202,872 202,306 206,366 206,688 207,121 204,130 202,235 191,168 190,611

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 51,290 9,577 9,634 9,753 10,221 10,268 10,598 10,305 10,542 10,315 9,593
卸売･小売業 24,204 24,375 25,248 26,049 27,454 27,243 27,727 27,078 26,660 24,737 25,794
運輸・郵便業 10,287 11,020 11,327 12,241 12,493 12,179 12,256 11,850 11,650 9,409 9,485
宿泊・飲食サービス業 8,839 7,892 7,986 7,680 7,480 8,108 8,132 7,993 7,257 4,070 3,851
情報通信業 7,655 7,552 7,510 7,239 7,216 7,203 6,985 6,954 6,706 6,923 6,733
金融･保険業 8,345 8,126 8,438 8,271 8,399 8,038 7,817 8,176 8,241 7,588 7,783
不動産業 44,659 44,406 44,230 43,968 43,674 43,664 43,727 43,118 42,915 42,266 41,174
専門・科学技術、業務支援サービス業 16,822 16,144 16,157 15,740 16,415 16,597 16,252 16,208 16,102 15,978 16,429
公　務 13,084 13,768 13,278 12,673 12,882 13,061 13,461 12,968 12,838 12,839 12,342
教　育 15,881 15,466 15,123 14,819 14,953 14,863 15,300 15,406 15,510 14,999 14,906
保健衛生・社会事業 27,525 28,377 28,771 28,638 30,331 31,388 30,694 30,557 30,679 30,420 30,738
その他のサービス 15,831 15,491 15,170 15,235 14,848 14,076 14,172 13,517 13,135 11,624 11,783

4,447 4,078 4,326 5,534 5,434 4,686 5,187 5,498 5,431 5,396 6,435

2,459 2,146 2,140 3,146 3,652 3,620 3,770 3,974 4,101 4,389 4,831

第１次産業

第２次産業

第３次産業

輸入品に課される税・関税

市内総生産

(控除)総資本形成に係る消費税
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第２表 産業別市内総生産 対前年度増減率 

 

（単位：％）

区　　　分
平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

△ 9.3 △ 2.4 △ 2.3 1.0 △ 1.4 1.3 △ 1.1 0.1 △ 2.7 2.4

△ 0.4 △ 10.8 △ 14.7 3.2 21.3 △ 7.2 △ 1.9 △ 1.0 △ 2.5 △ 16.3

農　業 △ 0.1 △ 12.0 △ 16.1 3.5 23.3 △ 7.3 △ 2.0 △ 1.0 △ 2.1 △ 17.8
林　業 △ 10.3 3.8 7.3 △ 17.1 2.1 1.0 △ 2.0 3.1 △ 3.0 8.2
水産業 0.0 6.9 △ 4.6 18.4 1.6 △ 12.1 0.9 △ 5.5 △ 9.6 △ 1.1

7.7 △ 7.0 △ 5.8 △ 0.3 △ 4.3 3.3 △ 0.4 2.4 2.8 7.1

鉱　業 △ 19.6 7.0 10.9 △ 31.6 △ 21.9 △ 6.0 △ 3.5 △ 9.6 △ 7.1 19.4
製造業 0.4 2.6 △ 7.4 △ 2.9 0.9 5.3 1.9 4.4 △ 2.1 16.5
建設業 32.6 △ 28.0 △ 4.1 13.6 △ 14.4 △ 1.1 △ 6.9 △ 2.9 21.1 △ 20.6

△ 17.3 0.3 △ 0.3 2.0 0.2 0.2 △ 1.4 △ 0.9 △ 5.5 △ 0.3

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 △ 81.3 0.6 1.2 4.8 0.5 3.2 △ 2.8 2.3 △ 2.2 △ 7.0
卸売･小売業 0.7 3.6 3.2 5.4 △ 0.8 1.8 △ 2.3 △ 1.5 △ 7.2 4.3
運輸・郵便業 7.1 2.8 8.1 2.1 △ 2.5 0.6 △ 3.3 △ 1.7 △ 19.2 0.8
宿泊・飲食サービス業 △ 10.7 1.2 △ 3.8 △ 2.6 8.4 0.3 △ 1.7 △ 9.2 △ 43.9 △ 5.4
情報通信業 △ 1.3 △ 0.6 △ 3.6 △ 0.3 △ 0.2 △ 3.0 △ 0.4 △ 3.6 3.2 △ 2.7
金融･保険業 △ 2.6 3.8 △ 2.0 1.5 △ 4.3 △ 2.7 4.6 0.8 △ 7.9 2.6
不動産業 △ 0.6 △ 0.4 △ 0.6 △ 0.7 △ 0.0 0.1 △ 1.4 △ 0.5 △ 1.5 △ 2.6
専門・科学技術、業務支援サービス業 △ 4.0 0.1 △ 2.6 4.3 1.1 △ 2.1 △ 0.3 △ 0.7 △ 0.8 2.8
公　務 5.2 △ 3.6 △ 4.6 1.6 1.4 3.1 △ 3.7 △ 1.0 0.0 △ 3.9
教　育 △ 2.6 △ 2.2 △ 2.0 0.9 △ 0.6 2.9 0.7 0.7 △ 3.3 △ 0.6
保健衛生・社会事業 3.1 1.4 △ 0.5 5.9 3.5 △ 2.2 △ 0.4 0.4 △ 0.8 1.0
その他のサービス △ 2.1 △ 2.1 0.4 △ 2.5 △ 5.2 0.7 △ 4.6 △ 2.8 △ 11.5 1.4

△ 8.3 6.1 27.9 △ 1.8 △ 13.8 10.7 6.0 △ 1.2 △ 0.6 19.3

△ 12.7 △ 0.3 47.0 16.1 △ 0.9 4.1 5.4 3.2 7.0 10.1

市内総生産

(控除)総資本形成に係る消費税

輸入品に課される税・関税

第３次産業

第２次産業

第１次産業
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第３表 産業別市内総生産 構成比 

 

（単位：％）

区　　　分
平成23年度
(2011)

平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7

農　業 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
林　業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
水産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31.1 36.9 35.1 33.9 33.5 32.5 33.1 33.4 34.1 36.0 37.7

鉱　業 1.6 1.4 1.6 1.8 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9
製造業 21.4 23.7 24.9 23.6 22.7 23.2 24.2 24.9 25.9 26.1 29.7
建設業 8.0 11.7 8.6 8.5 9.5 8.3 8.1 7.6 7.4 9.2 7.1

67.5 61.6 63.3 64.6 65.2 66.2 65.5 65.3 64.6 62.8 61.1

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 14.2 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.3 3.4 3.4 3.1
卸売･小売業 6.7 7.4 7.9 8.3 8.7 8.7 8.8 8.7 8.5 8.1 8.3
運輸・郵便業 2.8 3.4 3.5 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.1 3.0
宿泊・飲食サービス業 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.6 2.6 2.6 2.3 1.3 1.2
情報通信業 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.3 2.2
金融･保険業 2.3 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5
不動産業 12.3 13.5 13.8 14.0 13.8 14.0 13.8 13.8 13.7 13.9 13.2
専門・科学技術、業務支援サービス業 4.6 4.9 5.0 5.0 5.2 5.3 5.1 5.2 5.1 5.2 5.3
公　務 3.6 4.2 4.1 4.0 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.2 4.0
教　育 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 4.9 4.8
保健衛生・社会事業 24.5 8.6 9.0 9.1 9.6 10.1 9.7 9.8 9.8 10.0 9.9
その他のサービス 4.4 4.7 4.7 4.9 4.7 4.5 4.5 4.3 4.2 3.8 3.8

1.2 1.2 1.3 1.8 1.7 1.5 1.6 1.8 1.7 1.8 2.1

0.7 0.7 0.7 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5

輸入品に課される税・関税

(控除)総資本形成に係る消費税

市内総生産

第１次産業

第２次産業

第３次産業
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第４表 市民所得（分配） 実数 

 

（単位：百万円）

区　　　分
平成23年度
(2011)

平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

237,119 235,546 234,747 227,925 232,522 230,685 231,424 230,471 227,282 217,485 223,219

176,274 173,108 172,920 171,654 172,161 172,180 171,345 171,774 171,680 168,961 168,267
150,569 147,244 146,622 144,750 144,943 144,863 144,156 144,360 144,338 142,363 141,736
25,705 25,864 26,298 26,904 27,218 27,317 27,189 27,414 27,342 26,598 26,531

 24,370 24,058 24,597 24,778 25,072 25,115 25,141 25,566 25,634 24,826 24,844
1,335 1,806 1,701 2,126 2,146 2,202 2,048 1,848 1,708 1,772 1,687

15,894 14,805 15,147 15,119 15,766 15,895 15,060 14,441 13,666 13,230 14,600
△ 982 △ 973 △ 888 △ 783 △ 599 △ 523 △ 318 △ 266 △ 208 △ 184 △ 178

286 257 259 253 251 239 342 244 225 251 202
1,268 1,230 1,147 1,036 850 762 660 510 433 435 380
16,613 15,539 15,794 15,662 16,132 16,172 15,105 14,423 13,625 13,174 14,504
16,879 15,784 16,041 15,980 16,427 16,462 15,390 14,684 13,880 13,388 14,736

266 245 247 318 295 290 285 261 255 214 232
263 239 241 240 233 246 273 284 249 240 274
295 266 267 290 284 285 308 320 294 273 305
32 27 26 50 51 39 35 36 45 33 31

44,951 47,633 46,680 41,152 44,595 42,610 45,019 44,256 41,936 35,294 40,352
17,759 20,218 19,232 16,163 18,896 17,666 20,272 19,293 19,174 12,809 18,867

186 169 △ 137 △ 896 △ 965 △ 1,241 △ 1,261 468 △ 1,093 △ 1,228 △ 564
27,006 27,246 27,585 25,885 26,664 26,185 26,008 24,495 23,855 23,713 22,049

597 753 519 △ 139 217 843 949 502 452 365 145
6,065 5,745 6,540 6,074 6,790 5,926 6,070 5,494 5,186 5,431 5,272
20,344 20,748 20,526 19,950 19,657 19,416 18,989 18,499 18,217 17,917 16,632

※財産所得の「一般政府」は、市町村及び市町村によって設定、管理されている地方社会保障基金から構成される。

市民所得（①＋②＋③）

賃金･俸給

①雇用者報酬

雇主の現実社会負担

雇主の帰属社会負担

雇主の社会負担

一般政府（a-b）

②財産所得(非企業部門)

持ち家

民間法人企業

公的企業

対家計民間非営利団体（a-b）

ａ　受　取

個人企業

その他の産業

農林水産業

③企業所得

ｂ　支　払

ａ　受　取

ｂ　支　払

家計（a-b）

ｂ　支　払

ａ　受　取
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第５表 市民所得（分配） 対前年度増減率 

 

（単位：％）

区　　　分
平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

△ 0.7 △ 0.3 △ 2.9 2.0 △ 0.8 0.3 △ 0.4 △ 1.4 △ 4.3 2.6

△ 1.8 △ 0.1 △ 0.7 0.3 0.0 △ 0.5 0.3 △ 0.1 △ 1.6 △ 0.4
△ 2.2 △ 0.4 △ 1.3 0.1 △ 0.1 △ 0.5 0.1 △ 0.0 △ 1.4 △ 0.4

0.6 1.7 2.3 1.2 0.4 △ 0.5 0.8 △ 0.3 △ 2.7 △ 0.3
 △ 1.3 2.2 0.7 1.2 0.2 0.1 1.7 0.3 △ 3.2 0.1

35.3 △ 5.8 25.0 0.9 2.6 △ 7.0 △ 9.8 △ 7.6 3.7 △ 4.8

△ 6.9 2.3 △ 0.2 4.3 0.8 △ 5.3 △ 4.1 △ 5.4 △ 3.2 10.4
0.9 8.7 11.8 23.5 12.7 39.2 16.4 21.8 11.5 3.3

△ 10.1 0.8 △ 2.3 △ 0.8 △ 4.8 43.1 △ 28.7 △ 7.8 11.6 △ 19.5
△ 3.0 △ 6.7 △ 9.7 △ 18.0 △ 10.4 △ 13.4 △ 22.7 △ 15.1 0.5 △ 12.6
△ 6.5 1.6 △ 0.8 3.0 0.2 △ 6.6 △ 4.5 △ 5.5 △ 3.3 10.1
△ 6.5 1.6 △ 0.4 2.8 0.2 △ 6.5 △ 4.6 △ 5.5 △ 3.5 10.1
△ 7.9 0.8 28.7 △ 7.2 △ 1.7 △ 1.7 △ 8.4 △ 2.3 △ 16.1 8.4
△ 9.1 0.8 △ 0.4 △ 2.9 5.6 11.0 4.0 △ 12.3 △ 3.6 14.2
△ 9.8 0.4 8.6 △ 2.1 0.4 8.1 3.9 △ 8.1 △ 7.1 11.7
△ 15.6 △ 3.7 92.3 2.0 △ 23.5 △ 10.3 2.9 25.0 △ 26.7 △ 6.1

6.0 △ 2.0 △ 11.8 8.4 △ 4.5 5.7 △ 1.7 △ 5.2 △ 15.8 14.3
13.8 △ 4.9 △ 16.0 16.9 △ 6.5 14.8 △ 4.8 △ 0.6 △ 33.2 47.3

△ 9.1 △ 181.1 △ 554.0 △ 7.7 △ 28.6 △ 1.6 137.1 △ 333.5 △ 12.4 54.1
0.9 1.2 △ 6.2 3.0 △ 1.8 △ 0.7 △ 5.8 △ 2.6 △ 0.6 △ 7.0

26.1 △ 31.1 △ 126.8 256.1 288.5 12.6 △ 47.1 △ 10.0 △ 19.2 △ 60.3
△ 5.3 13.8 △ 7.1 11.8 △ 12.7 2.4 △ 9.5 △ 5.6 4.7 △ 2.9

2.0 △ 1.1 △ 2.8 △ 1.5 △ 1.2 △ 2.2 △ 2.6 △ 1.5 △ 1.6 △ 7.2

②財産所得(非企業部門)

一般政府（a-b）

ａ　受　取

雇主の社会負担

雇主の現実社会負担

雇主の帰属社会負担

市民所得（①＋②＋③）

①雇用者報酬

賃金･俸給

ｂ　支　払

家計（a-b）

ａ　受　取

ｂ　支　払

対家計民間非営利団体（a-b）

ａ　受　取

ｂ　支　払

③企業所得

民間法人企業

公的企業

個人企業

農林水産業

その他の産業

持ち家
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第６表 市民所得（分配） 構成比 

 

（単位：％）

区　　　分
平成23年度
(2011)

平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

74.3 73.5 73.7 75.3 74.0 74.6 74.0 74.5 75.5 77.7 75.4
63.5 62.5 62.5 63.5 62.3 62.8 62.3 62.6 63.5 65.5 63.5
10.8 11.0 11.2 11.8 11.7 11.8 11.7 11.9 12.0 12.2 11.9

 10.3 10.2 10.5 10.9 10.8 10.9 10.9 11.1 11.3 11.4 11.1
0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8

6.7 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 6.5 6.3 6.0 6.1 6.5
△ 0.4 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.3 △ 0.3 △ 0.2 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
7.0 6.6 6.7 6.9 6.9 7.0 6.5 6.3 6.0 6.1 6.5
7.1 6.7 6.8 7.0 7.1 7.1 6.7 6.4 6.1 6.2 6.6
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

19.0 20.2 19.9 18.1 19.2 18.5 19.5 19.2 18.5 16.2 18.1
7.5 8.6 8.2 7.1 8.1 7.7 8.8 8.4 8.4 5.9 8.5
0.1 0.1 △ 0.1 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.5 △ 0.5 0.2 △ 0.5 △ 0.6 △ 0.3
11.4 11.6 11.8 11.4 11.5 11.4 11.2 10.6 10.5 10.9 9.9
0.3 0.3 0.2 △ 0.1 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1
2.6 2.4 2.8 2.7 2.9 2.6 2.6 2.4 2.3 2.5 2.4
8.6 8.8 8.7 8.8 8.5 8.4 8.2 8.0 8.0 8.2 7.5

市民所得（①＋②＋③）

①雇用者報酬

賃金･俸給

雇主の帰属社会負担

②財産所得(非企業部門)

一般政府（a-b）

ａ　受　取

ｂ　支　払

家計（a-b）

ａ　受　取

ｂ　支　払

対家計民間非営利団体（a-b）

雇主の現実社会負担

雇主の社会負担

ａ　受　取

農林水産業

その他の産業

持ち家

ｂ　支　払

③企業所得

民間法人企業

公的企業

個人企業
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第７表 就業者数・雇用者数・総人口 実数 

 

（単位：人）

区　分
平成23年度
(2011)

平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

就業者数
　(内ﾍﾞｰｽ)

46,036 45,811 45,786 45,537 45,197 44,347 43,904 43,553 43,388 42,455 41,975

　第１次産業 1,691 1,647 1,606 1,560 1,512 1,451 1,391 1,327 1,256 1,195 1,134

　第２次産業 16,096 16,040 16,208 16,123 15,953 15,574 15,589 15,589 15,634 14,701 14,512

　第３次産業 28,249 28,124 27,972 27,854 27,732 27,322 26,924 26,637 26,498 26,559 26,329

就業者数
　(民ﾍﾞｰｽ)

44,451 44,144 44,049 43,721 43,304 42,588 42,269 42,046 42,010 41,208 40,858

　第１次産業 1,684 1,642 1,603 1,559 1,514 1,455 1,397 1,335 1,266 1,207 1,148

　第２次産業 15,463 15,348 15,458 15,315 15,085 14,783 14,872 14,946 15,064 14,208 14,093

　第３次産業 27,304 27,154 26,988 26,847 26,705 26,350 26,000 25,765 25,680 25,793 25,617

雇用者数
　(内ﾍﾞｰｽ)

40,954 40,871 40,983 40,875 40,679 39,958 39,638 39,414 39,370 38,565 38,212

雇用者数
　(民ﾍﾞｰｽ)

39,369 39,204 39,246 39,059 38,786 38,199 38,003 37,907 37,992 37,318 37,095

総人口
(10/1現在) 90,898 89,768 88,609 87,729 86,833 85,832 84,790 83,826 82,403 81,526 80,145

※就業者：雇用者、個人事業主、無給の家族従業者
　雇用者：常用雇用者、臨時日雇、役員、有給の家族従業者
※内ベース：市（行政区域）内を対象とするもの。（属地主義）
　民ベース：市の居住者（家計・企業など）を対象とするもの。（属人主義）
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第８表 就業者数・雇用者数・総人口 対前年度増減率 

 

  

（単位：％）

区　分
平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

就業者数
　(内ﾍﾞｰｽ)

△ 0.5 △ 0.1 △ 0.5 △ 0.7 △ 1.9 △ 1.0 △ 0.8 △ 0.4 △ 2.2 △ 1.1

　第１次産業 △ 2.6 △ 2.5 △ 2.9 △ 3.1 △ 4.0 △ 4.1 △ 4.6 △ 5.4 △ 4.9 △ 5.1

　第２次産業 △ 0.3 1.0 △ 0.5 △ 1.1 △ 2.4 0.1 0.0 0.3 △ 6.0 △ 1.3

　第３次産業 △ 0.4 △ 0.5 △ 0.4 △ 0.4 △ 1.5 △ 1.5 △ 1.1 △ 0.5 0.2 △ 0.9

就業者数
　(民ﾍﾞｰｽ)

△ 0.7 △ 0.2 △ 0.7 △ 1.0 △ 1.7 △ 0.7 △ 0.5 △ 0.1 △ 1.9 △ 0.8

　第１次産業 △ 2.5 △ 2.4 △ 2.7 △ 2.9 △ 3.9 △ 4.0 △ 4.4 △ 5.2 △ 4.7 △ 4.9

　第２次産業 △ 0.7 0.7 △ 0.9 △ 1.5 △ 2.0 0.6 0.5 0.8 △ 5.7 △ 0.8

　第３次産業 △ 0.5 △ 0.6 △ 0.5 △ 0.5 △ 1.3 △ 1.3 △ 0.9 △ 0.3 0.4 △ 0.7

雇用者数
　(内ﾍﾞｰｽ)

△ 0.2 0.3 △ 0.3 △ 0.5 △ 1.8 △ 0.8 △ 0.6 △ 0.1 △ 2.0 △ 0.9

雇用者数
　(民ﾍﾞｰｽ)

△ 0.4 0.1 △ 0.5 △ 0.7 △ 1.5 △ 0.5 △ 0.3 0.2 △ 1.8 △ 0.6

総人口
(10/1現在) △ 1.2 △ 1.3 △ 1.0 △ 1.0 △ 1.2 △ 1.2 △ 1.1 △ 1.7 △ 1.1 △ 1.7
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第９表 関連指標 

 

（単位：千円、％）
平成23年度
(2011)

平成24年度
(2012)

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

労働生産性 7,863 7,167 6,999 6,878 7,002 7,037 7,198 7,178 7,214 7,174 7,432

対前年度増加率 … △ 8.9 △ 2.3 △ 1.7 1.8 0.5 2.3 △ 0.3 0.5 △ 0.6 3.6

　第１次産業 1,852 1,893 1,731 1,519 1,617 2,045 1,979 2,035 2,128 2,182 1,925

対前年度増加率 … 2.2 △ 8.5 △ 12.2 6.4 26.5 △ 3.2 2.8 4.6 2.5 △ 11.8

　第２次産業 6,986 7,548 6,949 6,583 6,636 6,508 6,717 6,690 6,829 7,467 8,102

対前年度増加率 … 8.0 △ 7.9 △ 5.3 0.8 △ 1.9 3.2 △ 0.4 2.1 9.3 8.5

　第３次産業 8,652 7,189 7,253 7,263 7,441 7,565 7,693 7,663 7,632 7,198 7,240

対前年度増加率 … △ 16.9 0.9 0.1 2.5 1.7 1.7 △ 0.4 △ 0.4 △ 5.7 0.6

１人当たり市民所得 2,609 2,624 2,649 2,598 2,678 2,688 2,729 2,749 2,758 2,668 2,785

　　対県比 99.8 98.8 95.6 95.3 94.5 93.0 92.7 92.4 93.5 95.9 95.3

対前年度増加率 … 0.6 1.0 △ 1.9 3.1 0.4 1.6 0.7 0.3 △ 3.3 4.4

１人当たり雇用者報酬 4,477 4,416 4,406 4,395 4,439 4,507 4,509 4,531 4,519 4,528 4,536

　　対県比 106.5 104.6 104.5 104.4 105.8 106.0 105.3 104.3 103.3 103.8 103.6

対前年度増加率 … △ 1.4 △ 0.2 △ 0.3 1.0 1.5 0.0 0.5 △ 0.3 0.2 0.2

※労働生産性＝市内総生産÷就業者数（内ベース）
※１人当たり市民所得＝市民所得（分配）÷総人口
※１人当たり雇用者報酬＝雇用者報酬÷雇用者数（民ベース）
※対県比は、県内市町村の合計による１人当たりの額を100とした場合の比率
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 １ 市町村民経済計算の用語解説 

 

１ ＳＮＡ 

「System of National Accounts」の略称で、「国民経済計算」または「国民経済計算体系」と訳される。国際連合が

示す基準に従って、加盟各国が相互比較可能なかたちで、それぞれの経済の循環を体系的に明らかにすることを目的

とした統計のこと。現在は、2008（平成 20）年に国連が加盟国に導入を勧告した「08ＳＮＡ」に基づき推計されてい

る。 

新潟県市町村民経済計算は、「08ＳＮＡ」を踏まえた「新潟県県民経済計算」の計数を、各種統計指標により市町村

別に按分推計している。そのため、推計の概念は県民経済計算に準拠する。 

 

２ 市町村内総生産1 

市町村内で、各年度内に生産活動によって新たに生み出された付加価値の合計。国のＧＤＰ（国内総生産）にあた

る。 

市内総生産 ＝ 産出額 － 中間投入 

① 産出額 

製造業やサービス業などの各経済活動によって生産された財貨・サービスの価値を市場価格によって合計したも

の。生産総額。 

② 中間投入 

生産活動に必要な原材料や光熱水費など。産出額に含まれている。 

 

３ 市町村内純生産2 

市町村内総生産から、建物や設備などが生産過程において減耗する価格分等である「固定資本減耗」を除いたもの。

付加価値の純増分。 

市町村内純生産（市場価格表示） ＝ 市町村内総生産 － 固定資本減耗 

市町村内純生産（要素費用表示） ＝ 市町村内純生産（市場価格表示） 

   － （生産・輸入品に課される税 － 補助金） 

① 固定資本減耗 

生産の過程において生じる構築物や機械設備などの減耗分で、通常の摩損及び損傷（減価償却費）と、火災、

風水害等の偶発事故による価値の損失のうち通常に予想される額（資本偶発損）からなる。 

② 生産・輸入品に課される税 

財貨・サービスの生産、販売、購入または使用に際して生産者に課せられる租税で、税法上損金算入が認めら

れ、かつ、その負担が最終購入者に転嫁されるものをいう。 

具体的には、消費税、関税、酒税、固定資産税、印紙収入税、不動産取得税などがあげられる。 

③ 補助金 

一般政府（国、県、市町村等）から市場生産者（民間企業等）に対して交付され、市場生産者の経常費用を賄

うために交付されるものであり、財貨・サービスの市場価格を低下させると考えられる経常交付金。 

補助金によって、その額だけ市場価格が低められるため、負の間接税とみなすことができる。 

なお、投資、資本資産、運転資産の損失の補償のために産業に対して行われる移転は、補助金ではなく資本移

 
1
 新潟県市町村民経済計算においては、利用する統計の制約等から、一部の経済活動を除き、産出額及び中間投入は推計していない。 

2 同様の理由により、全ての経済活動で市町村内純生産（市場価格表示及び要素費用表示）は推計していない。 
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転に分類されるほか、「～補助金」という名称であっても地方自治体や対家計民間非営利団体などの市場生産者以

外の主体に支払われる場合は含まれない。 

 

４ 市場価格表示と要素費用表示 

市場価格表示とは、市場で取引される価格（生産者・購入者価格）で評価する方法をいう。 

一方、要素費用表示とは、生産のために必要とされる要素（労働、資本等）に対して支払った費用（雇用者報酬、固

定資本減耗、営業余剰・混合所得）で評価する方法をいう。 

市町村民経済計算では、市町村内総生産は市場価格表示、市町村民所得は要素費用表示による値を表している。 

 

５ 市町村民所得（分配） 

生産活動や投資活動の成果として市町村民雇用者や市町村内事業所などが受け取る（配分される）所得の総額で、

「雇用者報酬」、「財産所得（非企業部門）」、「企業所得」からなる。なお、居住する市町村内で得られた報酬だけでな

く、他の市町村で働いて得た報酬なども含む。（属人主義） 

① 雇用者報酬 

市町村内に居住地を有する雇用者が、労働の報酬として雇主から受け取る現金及び現物給与をいう。 

これらの所得は、税金及び雇用者の社会保険料負担の控除前の金額で計上され、賃金・俸給のほかに、雇主の社

会負担が含まれる。 

  ア 賃金・俸給 

現金給与、役員報酬（給与・賞与）、議員歳費等、現物給与及び給与住宅差額家賃からなる。 

なお、給与住宅差額家賃とは、社宅などで市中家賃より低廉な家賃により従業者に提供されている場合の従業

者の支払家賃とその時価（市中平均家賃）との差額のことであり、現物給与の一種とみなしここに計上する。 

イ 雇主の社会負担 

雇主の現実社会負担及び雇主の帰属社会負担からなる。 

ａ 雇主の現実社会負担 

社会保障制度を管理する社会保障基金や、企業年金を管理する年金基金に対する雇主の負担額であり、健康

保険、厚生年金、雇用保険、退職一時金（民間等）などの社会保障基金や企業年金などが該当する。 

ｂ 雇主の帰属社会負担 

雇主自らが雇用者の福祉のために負担する分で、社会保障基金や年金基金によらない退職一時金（政府等）

や公務災害補償などへの雇主負担からなる。 

② 財産所得（非企業部門）3 

非企業部門である「家計（ただし、個人企業は除く）」、「一般政府」、「対家計民間非営利団体」における財産運用

収入のことで、利子及び配当、地代（土地の純賃貸料）などが該当するが、構築物（住宅を含む）、設備、機械など

再生産可能な有形固定資産にかかる賃貸料は、サービスの販売とみなされて財産所得には含まれない。 

受取額から支払額を差し引いて求めるため、マイナスとなる場合もある。 

ア 利子 

受取は、金融資産の所有者が受け取る所得であり、一般預貯金利子、有価証券利子、信託利子などからなる。 

また、支払は、家計などが消費活動の資金などの一部として金融機関などから借入した資金に対して支払う利

子の合計をいう。 

イ 法人企業の分配所得 

株式・出資金に対する配当のほか、公営住宅使用料などからなる。 

 
3
 新潟県市町村民経済計算においては、受取及び支払の合計のみを掲載している。 
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ウ その他の投資所得 

生命保険、非生命（損害）保険の帰属収益（保険契約者の資産から生じる投資所得）並びに保険契約者配当な

どからなる。 

エ 賃貸料 

土地の資産運用に関連して受け取る財産所得が該当し、住宅やその他の建物、機械設備などの賃貸料は、サー

ビスの販売とみなす。 

③ 企業所得 

企業部門である「民間法人企業」、「公的企業」、「個人企業」が受け取る所得で、企業の営業余剰・混合所得に、企

業分の財産所得の受け払いを計上したもの。 

なお、個人企業の所得には、自己所有住宅（持ち家）による帰属家賃を含む。 

 

６ 持ち家の帰属家賃 

実際には、家賃の支払いを伴わない自己所有住宅（持ち家）についても通常の借家や借間と同様のサービスが生産・

消費されるものと仮定して、それを市場価値で評価した帰属計算上の家賃をいう。 

生産では「不動産業」の総生産、分配では「個人企業」の企業所得に含まれる。 

 

７ 制度部門別分類 

市町村内総生産で述べた「経済活動別分類」が財貨・サービスの流れに着目した分類であるのに対し、「制度部門別

分類」は、資金の流れ、つまり所得の受け払いや財産の所有・運用に関する意思決定を行う制度単位に着目した分類の

ことである。 

取引主体は主として機能、行動、目的などを基に、次の５つに大別される。 

 ① 非金融法人企業 

   金融機関以外の法人、準法人企業。営利社団法人（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社）、医療機関、特殊

法人等の一部が含まれる。また、財貨及び非金融サービスの市場生産に携わる非営利団体も含まれる。 

 ② 金融機関 

   主に金融仲介業務及びそれを促進する業務である法人、準法人企業。金融的性格をもつ市場生産（保険業務など）

に従事する非営利団体も含まれる。 

 ③ 一般政府 

   市町村及び市町村によって設定、管理されている地方社会保障基金から構成される。 

 ④ 家計 

   生計を共にする全ての居住者の小集団。自営の個人企業も含まれる。 

 ⑤ 対家計民間非営利団体 

   政府により支配、資金供給されているものを除き、家計に対して非市場の財貨・サービスを提供する全ての居住者

である非営利団体により構成される。 

 具体的には、私立学校、政治団体、労働組合、宗教団体などが該当する。 
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２ 令和３(2021)年度市町村民経済計算 推計方法概略 

国の示した推計方法に基づき、国勢調査や産業連関表、経済センサス、毎月勤労統計調査など多くの

統計を積み上げて推計している。公表されているデータだけで推計できないため、国の値を按分したり、

関係機関に個別に調査を依頼したりしている。 

 

(1) 市町村内総生産 
項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

  ※「県値」とは「県民経済計算」の値   

１ 農業     

(1)農業 県値×農業産出額対県比 市町村別農業産出額（推計）（農

林水産省） 

    北陸農林水産統計年報（北陸農政

局） 

    家畜頭羽数調査集計表（県畜産

課） 

   

(2)農業サービス 県値×農業サービス業従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

２ 林業     

(1)育林業 県値×現況森林面積対県比 北陸農林水産統計年報（北陸農政

局） 

   

(2)素材生産業     

① 木材生産 県値×素材生産業者数対県比 新潟県木材業者製材業者登録名簿

（新潟県木材組合連合会） 

  ②薪炭、栽培きのこ

類、林野副産物,山菜 

県値×産出額対県比 特用林産物生産統計調査結果（県

林政課） 

      

３ 水産業     

(1)海面漁業 県値×魚種別生産額対県比 北陸農林水産統計年報（北陸農政

局） 

   

(2)内水面漁業 県値×内水面組合員数対県比 県水産課資料 

  うち内水面養殖業 県値×内水面養殖経営体数対県比 漁業センサス（農林水産省） 

   

(3)漁家自家加工 県値×（海面漁業＋内水面漁業）対県比 北陸農林水産統計年報（北陸農政

局） 

      

４ 鉱業     

(1)石炭・原油・天然ガス

鉱業 

県値×鉱産税調定済額対県比 市町村税の概要（県市町村課） 

   

(2)採石・砂利採取業 県値×採石業、砂・砂利・玉石採取業従業者数対

県比 

経済センサス（総務省） 

   

(3)その他の鉱業 県値×（窯業原料用鉱物鉱業＋その他の鉱業）従

業者数対県比 

経済センサス（総務省） 

      

５ 製造業 産出額 － 中間投入 経済センサス（総務省） 

  a 産出額 

県値×（製造品出荷額等－転売商品の仕入額）

対県比 

にいがた県の工業（県統計課） 

  b 中間投入 

県値×（原材料使用額等－転売商品の仕入額－

製造等に関連した外注費）対県比 

  

   ※産業中分類別に推計   
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項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

６ 電気・ガス・水道・廃

棄物処理業 

    

(1)電気業 ・送電部門  県値×販売電力量対県比 直接照会 

  ・発電部門  県値×発電電力量対県比 新潟県の電力概況（県産業労働

部） 

   

(2)ガス・熱供給業 ・民営ガス  県値×ガス販売量対県比など 直接照会 

  ・公営ガス 地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

   a 産出額  営業収益 地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 

   b 中間投入額 

  修繕費＋原材料費等＋受託工事費＋附帯事

業費等＋ＦＩＳＩＭ消費額の計 

県民経済計算資料 

  ・自社開発ソフトウェア、企業内研究開発Ｒ&Ｄ   

   a 産出額 

   県値×産出額（自社開発ソフトウェア及び

企業内研究開発Ｒ&Ｄを除く）対県比 

  

   

(3)水道業 ・市町村、一部事務組合 地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

   a 産出額 

   営業収益－受託工事収益－受水費＋自社開

発ソフトウェア 

地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 

   b 中間投入額 

    材料費＋薬品費＋動力費＋修繕費＋その他

＋ＦＩＳＩＭ消費額 

新潟県工業用水道事業会計決算書

（県企業局） 

県民経済計算資料 

  ・県    県値×給水量対県比 
 

  ・その他  所在地に格付け   

       

   

(4)廃棄物処理業 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(5)（政府）下水道、（政

府）廃棄物処理 

雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課さ

れる税 

地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 

     地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

      

７ 建設業     

(1)民間土木工事     

  ①電力会社 電力会社工事額 直接照会 

  ②電力会社以外 （県値－電力会社分）×建設業就業者数対県比 国勢調査（総務省） 

   

(2)民間建築工事 県値×民間建築工事額対県比   

   民間建築工事額＝単価×新増築床面積   

   単価＝県平均×格差付け指標 建築統計年報（国土交通省） 

   格差付け指標＝市町村別の１㎡当たり評価額/

１㎡当たり評価額（県平均） 

家屋に関する概要調書（県市町村

課） 

   

(3)公共工事 県値×工事額対県比 直接照会 

    地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

    地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 
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項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

(4)補修工事 県値×（民間土木・建築工事＋公共工事）対県比   

      

８ 卸売・小売業 県値×卸売・小売業年間商品販売額対県比 商業統計調査（経済産業省） 

    経済センサス（総務省） 

      

９ 運輸・郵便業     

(1)鉄道業 ・ＪＲ旅客  県値×乗車人員対県比 各駅の乗車人員（ＪＲ東日本） 

  ・ＪＲ貨物  県値×貨物輸送量対県比 鉄道統計年報（国土交通省） 

  ・ＪＲ以外  県値×収入対県比 新潟県観光動態調査（県観光企画

課） 

  ・索道    県値×入込客数対県比 新潟県観光入込客統計調査（県観

光企画課） 

    新潟県統計年鑑（県統計課） 

   

(2)道路運送業 県値×乗合用、乗用、貨物用営業用車両対県比 新潟県運輸概況（北陸信越運輸

局） 

   

(3)水運業   ・外洋輸送業、港湾運送業 

           県値×海上出入貨物対県比 

経済センサス（総務省） 

新潟港湾統計年報（県港湾整備

課） 

  ・沿海・内水面輸送業  県値×従業者数対県比 新潟県統計年鑑（県統計課） 

   

(4)航空運輸業 空港所在地に格付け 航空輸送統計年報（国土交通省） 

   

(5)その他の運輸業 ・道路輸送施設提供業(駐車場業を除く) 

所在地に格付け 

直接照会 

  ・航空施設管理（産業）・その他の航空附帯サー

ビス      県値×航空運輸業総生産対県比 

経済センサス（総務省） 

  ・上記以外  県値×従業者数対県比   

   

(6)郵便業 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(7)（政府）水運管理施設 ・県    所在地に格付け 地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

  ・市町村  雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・

輸入品に課される税 

県民経済計算資料 

      

10 宿泊・飲食サービス業 県値×（従業者数×事業従業者１人当たり付加価

値額）対県比 

経済センサス（総務省） 

      

11 情報通信業     

(1)電信・電話業 ・固定電気通信業  世帯数対県比 国勢調査（総務省） 

  ・移動電気通信業  総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ・上記以外     県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(2)放送業 ・公共放送業  所在地に格付け 経済センサス（総務省） 

  ・上記以外   県値×従業者数対県比 県民経済計算資料 

   

(3)上記以外 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

12 金融・保険業      

(1)金融業     

  ①日本銀行 所在地に格付け 県民経済計算資料 

  ②民間預金取扱金融機

関 

県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

  ③公的預金取扱金融機

関 

・ゆうちょ銀行  県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

  ・上記以外    所在地に格付け 県民経済計算資料 

  ④その他の金融機関 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 
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項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

   

(2)保険業 ・国民年金基金・同連合会 

県値×加入者数対県比 

年金統計情報（厚生労働省） 

  ・上記以外       県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

13 不動産業     

(1)住宅賃貸業 県値×床面積対県比 分配系列資料 

   

(2)不動産仲介業・不動産

賃貸業 

県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

14 専門・科学技術、業務

支援サービス業 

    

(1)（政府）学術研究 ・国出先機関  所在地に格付け 直接照会 

  ・県      県値×職員数 県民経済計算資料 

   

(2)上記以外 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

15 公務 ・国出先機関、県    県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

  ・市町村、社会保障基金 

 雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課

される税 

地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

      

16 教育     

(1)教育、(非営利)教育 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(2)（政府）教育 ・国出先機関   所在地に格付け 直接照会 

  ・県       職員数対県比 学校基本調査（文部科学省） 

  ・市町村     雇用者報酬＋固定資本減耗＋

生産・輸入品に課される税 

学校要覧（県教育委員会） 

地方財政状況調査（総務省） 

            市町村財政の状況（県市町村課） 

      

17 保健衛生・社会事業     

(1)医療・保健、(非営利)

社会福祉 

県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

   

(2)介護 県値×（保険給付費＋介護サービス事業費）対県

比 

地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

   

(3)（政府）保健衛生・社

会福祉 

・国出先機関  所在地に格付け 直接照会 

  ・県      従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

  ・市町村    雇用者報酬＋固定資本減耗＋生

産・輸入品に課される税 

地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

      

18 その他のサービス     

(1)（政府）社会教育 ・国出先機関、県  所在地に格付け 直接照会 

  ・市町村     雇用者報酬＋固定資本減耗＋

生産・輸入品に課される税 

地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

             県民経済計算資料 

   

(2)上記以外 県値×従業者数対県比 経済センサス（総務省） 

      

19 輸入品に課される税・

関税（控除）総資本形

成に係る消費税 

県値×総生産合計対県比   
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(2) 市民所得（分配） 
項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

  ※「県値」とは「県民経済計算」の値   

      

  経済活動別・従業上の地位別就業者数について

は、国勢調査をベースに経済センサス等によりＳ

ＮＡ経済活動分類へ組み替えるとともに二重雇用

比率等を乗じている。 

なお、各調査の中間年は補間補外推計による。 

県民経済計算資料 

国勢調査（総務省） 

経済センサス（総務省） 

学校給食要覧（県保健体育課） 

にいがた県の工業（県統計課） 

１ 雇用者報酬     

(1)賃金・俸給     

  ①現金給与     

   ア 農林水産業 県値×雇用者数対県比   

   イ 農林水産業以外

の産業 

１人当たり現金給与（県値）×市町村間格差×雇

用者数 

直接照会 

民間給与実態統計調査（国税庁） 

  ※市町村間格差＝市町村別１人当たり給与収入額

/県平均１人当たり給与収入額 

市町村税課税状況調（県市町村

課） 

  ②現物給与 現金給与×現物給与比率（県値）   

  ③給与住宅差額家賃 県値×給与住宅世帯数対県比 国勢調査（総務省） 

  ④議員委員等報酬 a 国会議員・県委員  県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 県議会議員   県値×県議会議員数対県比 

※住所地に格付け 

新潟県議会議員名簿（県議会事務

局） 

  c 市町村議会議員   決算資料から積算 地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

      

(2)雇主の社会負担     

  ①雇主の現実社会負担 現金給与×雇主の現実社会負担比率（県値）   

  ②雇主の帰属社会負担 現金給与×雇主の帰属社会負担比率（県値）   

      

２ 財産所得（非企業部

門） 

    

(1)利子     

  ①一般政府（受取、支

払） 

a 市町村 地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

   （a）市町村     決算資料から積算 地方公営企業決算状況調査（総務

省） 

   （b）一部事務組合  決算資料から積算 

※構成市町村へ人口比で按分 

地方公営企業の決算状況 (県市町

村課) 

   決算資料から積算した受取・支払利子額にＦＩ

ＳＩＭ消費額を加算または減算して、ＦＩＳＩＭ

調整後の受取・支払利子を推計 

県民経済計算資料 

新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 地方社会保障基金（市町村分） 

 県値×総人口対県比 

  

  ②家計     

   ア 受取利子 基準所得額×利子所得割合（県値）   

  ※基準所得額＝雇用者報酬＋個人企業所得 (持ち

家を除く) 

  

   イ 支払利子 県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ③対家計民間非営利団

体（受取、支払） 

県値×対家計民間非営利団体就業者数対県比（内

ベース） 

生産系列資料 

      

(2)配当     

  ①一般政府（受取） a 市町村     決算資料等からの積算など 地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

  b 地方社会保障基金（市町村分） 

         県値×総人口対県比 

新潟県の人口移動（県統計課） 

  ②家計（受取） 県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ③対家計民間非営利団

体（受取） 

県値×対家計民間非営利団体就業者数対県比（内

ベース） 

生産系列資料 
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項  目 推 計 方 法 基 礎 資 料 

(3)その他の投資所得     

  ①一般政府（受取） a 市町村   県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 地方社会保障基金（市町村分） 

      県値×総人口対県比 

  

  ②家計 県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ③対家計民間非営利団

体（受取） 

県値×対家計民間非営利団体就業者数対県比（内

ベース） 

生産系列資料 

      

(4)賃貸料     

  ①一般政府（受取、支

払） 

a 市町村  県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 地方社会保障基金（市町村分) 

     県値×総人口対県比 

  

  ②家計（受取） a 農林水産業    県値×借入耕作面積対県比 農林業センサス（農林水産省） 

  b 農林水産業以外 県値×総人口対県比 新潟県の人口移動（県統計課） 

  ③対家計民間非営利団

体（受取、支払） 

県値×対家計民間非営利団体就業者数対県比（内

ベース） 

生産系列資料 

      

３ 企業所得     

(1)民間法人企業 県値×民間法人営業余剰対県比 生産・分配系列資料 

   民間法人営業余剰＝総生産－固定資本減耗－雇

用者報酬（内ベース） 

県民経済計算資料 

   ※総生産は個人事業主や政府等による産業分を

除く。 

  

   ※固定資本減耗 

＝総生産×県の固定資本減耗比率 

  

   ※営業余剰の概念として、控除するべき生産・

輸入品に課される税（控除）補助金は、統計

の制約から推計していない。 

  

      

(2)公的企業     

  ①公的非金融法人 a 国 直接照会、各決算書 

  （a）国立病院機構等   県値×職員数対県比 地方公営企業の決算状況 (県市町

村課) 

地方公営企業の決算状況（県市町

村課） 

  （b）郵政事業特別会計  県値×総人口対県比     地方財政状況調査（総務省） 

市町村財政の状況（県市町村課） 

  （c）その他      事業所所在地に格付け 新潟県の人口移動（県統計課） 

  b 県    県値×職員数など   

  c 市町村  決算資料から積算   

  ②公的金融機関 県値×総人口対県比など 新潟県の人口移動（県統計課） 

      

(3)個人企業     

  ①農林水産業 農林水産業１人当たり個人企業所得（県値）×個

人事業主数 

  

  ②その他の産業 産業別１人当たり個人企業所得（県値）×個人事

業主数 

  

  ③持ち家 県値×地域差考慮後床面積対県比 固定資産に係る概要調書（県市町

村課） 

   ※地域差考慮後床面積＝床面積× 

１㎡当たり単価の地域差（県＝100） 
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３ 経済活動別分類（ＳＮＡ分類）と日本標準産業分類の対応表 

※本表のＳＮＡ産業分類は 2008年に国際連合が提唱し、2016年に日本が移行した体系での分類である。 

※本表の日本標準産業分類は、平成 25(2013)年 10月改定のものである。 

ＳＮＡ経済活動分類 日本標準産業分類 

１ 農林水産業   

 ０１ 農業   ０１ 農業 

       （０１１３ 野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）のうち「き

のこ類の栽培」→林業） 

       （０１４ 園芸サービス業→その他のサービス） 

    

 ０２ 林業   ０２ 林業 

  ０１１３ 野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）のうち「きのこ類の栽

培」 

    

 ０３ 水産業   ０３ 漁業（水産養殖業を除く） 

    ０４ 水産養殖業 

    

２ 鉱業   

 ０４ 鉱業   ０５ 鉱業、採石業、砂利採取業 

  ２１８１ 砕石製造業 

    

３ 製造業   

 ０５ 食料品   ０９ 食料品製造業 

    １０ 飲料・たばこ・飼料製造業 

  １６４１ 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化油（食用）」 

  ５８９５ 料理品小売業のうち「製造小売分」 

   ９５２ と畜場 

    

 ０６ 繊維製品   １１ 繊維工業 

       （１１１３ 炭素繊維製造業→窯業・土石製品） 

    

 ０７ パルプ・紙・紙加工品   １４ パルプ・紙・紙加工品製造業 

    

 ０８ 化学   １６ 化学工業 

       （１６４１ 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化

油（食用）」→食料品） 

    

 ０９ 石油・石炭製品   １７ 石油製品・石炭製品製造業 

    

 １０ 窯業・土石製品   ２１ 窯業・土石製造業 

       （２１８１ 砕石製造業→鉱業） 

  １１１３ 炭素繊維製造業 

    

 １１ 一次金属   ２２ 鉄鋼業 

    ２３ 非鉄金属製造業 

    

 １２ 金属製品   ２４ 金属製品製造業 

    

 １３ はん用・生産用・業務用機械   ２５ はん用機械器具製造業 

    ２６ 生産用機械器具製造業 

    ２７ 業務用機械器具製造業 

    

 １４ 電子部品・デバイス   ２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

    

 １５ 電気機械   ２９ 電気機械器具製造業 

    

 １６ 情報・通信機器   ３０ 情報通信機械器具製造業 

    

 １７ 輸送用機械   ３１ 輸送用機械器具製造業 
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ＳＮＡ経済活動分類 日本標準産業分類 

   ９０１ 機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整備」 

    

 １８ 印刷業   １５ 印刷・同関連業 

    

 １９ その他の製造業   １２ 木材・木製品製造業（家具を除く） 

    １３ 家具・装備品製造業 

    １８ プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

    １９ ゴム製品製造業 

    ２０ なめし皮・同製品・毛皮製造業 

    ３２ その他の製造業 

    

４ 電気・ガス・水道・廃棄物処理業   

 ２０ 電気業   ３３ 電気業 

    

 ２１ ガス・水道・廃棄物処理業   ３４ ガス業 

    ３５ 熱供給業 

    ３６ 水道業 

 （３６１ 上水道業のうち「船舶給水業」→運輸・郵便業） 

    ８８ 廃棄物処理業 

    

５ 建設業   

 ２２ 建設業   ０６ 総合工事業 

    ０７ 職別工事業（設備工事業を除く） 

    ０８ 設備工事業 

    

６ 卸売・小売業   

 ２３ 卸売業   ５０ 各種商品卸売業 

    ～  

    ５５ その他の卸売業 

   ９５９ 他に分類されないサービス業のうち「卸売市場」 

    

 ２４ 小売業   ５６ 各種商品小売業 

    ～  

    ５８ 飲食料品小売業 

       （５８９５ 料理品小売業のうち「製造小売分」→食料品製造

業） 

    ～  

    ６０ その他の小売業 

       （６０３３ 調剤薬局のうち「調剤」→保健衛生・社会事業） 

    ６１ 無店舗小売業 

  ６４２１ 質屋 

    

７ 運輸・郵便業   

 ２５ 運輸・郵便業  ３６１ 上水道業のうち「船舶給水業」 

    ４２ 鉄道業 

    ～  

    ４６ 航空運輸業 

    ４７ 倉庫業 

    ４８ 運輸に附帯するサービス業 

    ４９ 郵便業（信書便事業を含む） 

   ８６１ 郵便局 

   ８６２ 郵便局受託業 

   ６９３ 駐車場業 

       （自動車の保管を目的とする駐車場→不動産業。 

路面上に設置される駐車場は除く） 

   ７９１ 旅行業 

    

８ 宿泊・飲食サービス業   

 ２６ 宿泊・飲食サービス業   ７５ 宿泊業（うち会社の寄宿舎、学生寮等を除く） 
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ＳＮＡ経済活動分類 日本標準産業分類 

    ７６ 飲食業 

    ７７ 持ち帰り・配達飲食サービス業 

       （７７２１ 配達飲食サービス業のうち「学校給食」→「教

育」） 

９ 情報通信業   

 ２７ 通信・放送業   ３７ 通信業 

    ３８ 放送業 

    ４０ インターネット付随サービス業 

    

 ２８ 情報サービス・映像音声文字

情報制作業 

  ３９ 情報サービス業 

        ４１ 映像・音声・文字情報制作業 

    

１０ 金融・保険業   

 ２９ 金融・保険業   ６２ 銀行業 

    ～  

    ６４ 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 

       （６４２１ 質屋→小売業） 

    ６５ 金融商品取引業、商品先物取引業 

    ６６ 補助的金融業等 

    ６７ 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） 

    

１１ 不動産業   

 ３０ 住宅賃貸業  ６９２ 貸家業、貸間業、帰属計算する住宅賃貸業 

    

 ３１ その他の不動産業   ６８ 不動産取引業 

   ６９１ 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く） 

       （６９１２ 土地賃貸業を除く） 

   ６９３ 駐車場業のうち自動車の保管を目的とする駐車場 

       （所有者の委託を受けて行う駐車場の管理運営の活動を含む） 

   ６９４ 不動産管理業 

    

１２ 専門・科学技術、業務支援サー

ビス業 

  

 ３２ 専門・科学技術、   ７０ 物品賃貸業 

    業務支援サービス業   ７１ 学術・開発研究機関 

    ７２ 専門サービス（他に分類されないもの） 

       （７２７ 著述・芸術家業→その他のサービス） 

    ７３ 広告業 

    ７４ 技術サービス（他に分類されないもの） 

       （７４６ 写真業→その他のサービス） 

    ９１ 職業紹介・労働者派遣業 

    ９２ その他の事業サービス業 

    

１３ 公務   

 ３３ 公務   ９７ 国家公務 

    ９８ 地方公務 

  ８５１１ 社会保険事業団体 

    

１４ 教育   

 ３４ 教育 ７７２１ 配達飲食サービスのうち「学校給食」 

    ８１ 学校教育 

    ８２ その他の教育、学習支援業 

       （８２１ 社会教育、８２３ 学習塾、８２４ 教養・技能教

授業→その他のサービス） 

       （８２２９ その他の職業・教育支援施設のうち「児童自立支

援施設」→保健衛生・社会事業） 

    

１５ 保健衛生・社会事業   
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ＳＮＡ経済活動分類 日本標準産業分類 

 ３５ 保健衛生・社会事業 ６０３３ 調剤薬局のうち「調剤」 

  ８２２９ その他の職業・教育支援施設のうち「児童自立支援施設」 

    ８３ 医療業 

    ８４ 保健衛生 

    ８５ 社会保険・社会福祉・介護事業 

       （８５１１ 社会保険事業団体→公務） 

    

１６ その他のサービス   

 ３６ その他のサービス  ０１４ 園芸サービス 

   ７２７ 著述・芸術家業 

   ７４６ 写真業 

    ７８ 洗濯・理容・美容・浴場業 

    ７９ その他の生活関連サービス業 

       （うち７９１ 旅行業→運輸・郵便業） 

    ８０ 娯楽業 

   ８２１ 社会教育 

   ８２３ 学習塾 

   ８２４ 教養・技能教授業 

    ８７ 協同組合（他に分類されないもの） 

    ８９ 自動車整備業 

    ９０ 機械等修理業（別掲を除く） 

       （９０１ 機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整備」 

       →輸送用機械製造業） 

    ９３ 政治・経済・文化団体 

    ９４ 宗教 

    ９５ その他のサービス業 

       （９５２ と畜場→食料品製造業） 
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